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平成２４年１１月７日判決言渡 

平成２４年(行コ)第５０号停職処分取消等請求控訴事件 

                  主       文         

  １  原判決中控訴人の損害賠償請求に係る部分を次のとおり変更する。 

(1) 被控訴人は，控訴人に対し，３０万円及びこれに対する平成１８年

３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 

  ２ 前項に関する訴訟の総費用は，これを１０分し，その９を控訴人の負

担とし，その余は被控訴人の負担とする。 

３ この判決は，第１項(1)に限り，仮に執行することができる。 

          事 実 及 び 理 由          

第１  控訴の趣旨 

１ 原判決中控訴人の損害賠償請求に係る部分を取り消す。 

２ 被控訴人は，控訴人に対し，３００万円及びこれに対する平成１８年３月

３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２  事案の概要等 

１ 事案の概要 

    本件は，東京都公立学校教員であり東京都立養護学校の教員であった控訴

人が，所属校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉

唱することを命ずる旨の校長の職務命令（以下「本件職務命令」という。）

に従わず起立しなかったところ，不起立行為について東京都教育委員会（以

下「都教委」という。）から平成１８年３月１３日付けで停職１月の処分（以

下「本件処分」という。）を受けたため，本件職務命令は違憲，違法であり

本件処分は違法であるなどとして，被控訴人に対し，本件処分の取消し及び

国家賠償法１条１項に基づく損害賠償（慰謝料３００万円及びこれに対する

本件処分の後の日である同月３１日から支払済みまで民法所定の年５分の割
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合による遅延損害金の支払）を求めた事案である。 

    原判決は，控訴人の請求をすべて棄却し，控訴人は不服を申し立てたが，

差戻前の控訴審判決は，控訴人の控訴を棄却した。そこで，控訴人が上告及

び上告受理を申し立てたところ，上告審判決は，本件処分は懲戒権者として

の裁量権の範囲を超えるものとして違法であると判断して，差戻前の控訴審

判決のうち本件処分の取消請求に係る部分を破棄し，同部分につき原判決を

取り消した上，本件処分を取り消し，控訴人の損害賠償請求に係る部分を破

棄し，都教委の過失の有無，慰謝すべき損害の有無等について更に審理を尽

くさせるためとして，同部分につき事件を当裁判所に差し戻した。 

差戻後の当審においては，国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請求の当

否のみが審判の対象となる。 

２ 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次の３及び４のとおり

当審における控訴人の主張及び被控訴人の主張を付加するほか，原判決「事

実及び理由」の「第２ 事案の概要」の１，２(4)，(5)及び３(4)，(5)に記

載のとおりであるから，これを引用する。ただし，専ら原審相原告Ａに関す

る部分を除く。 

３ 当審における控訴人の主張 

 (1) 国家賠償法上の違法性及び都教委の故意・過失 

    ア 公務員が，職務上通常尽くすべき注意義務に違反したときは，国家賠

償法１条１項の違法性があり，この場合，故意・過失もあるというべき

であるところ，懲戒権者は，懲戒処分をするに当たっては，平等取扱原

則，公正原則，比例原則（懲戒事由と処分量定の比例的合理的対応）を

考慮し，自らが定めた処分基準を遵守する注意義務，実質的な二重処分

を行わない注意義務を負っている。 

とりわけ，君が代斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令は思想・信条の

自由を間接的に制約する面を有することからすると，上記職務命令違反



- 3 -

に関して懲戒処分をするに当たっては，同種の処分歴があっても漫然と

累積加重して減給以上の懲戒処分を選択することは許されず，減給以上

の懲戒処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認めら

れる場合でないときは減給以上の懲戒処分を選択してはならない注意義

務を負っている。 

イ 都教委は，本件が，君が代斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令違反の

事案であることを認識しながら，漫然と累積加重して停職処分を選択し

たのであるから，裁量権逸脱の違法，注意義務違反は明らかである。本

件は，減給以上の懲戒処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的

な事情が認められる場合でなく，このことは容易に判明する事実である

から，注意義務違反に故意・過失が存することも明らかである。 

     都教委の「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」（以下「本

件標準量定」という。）によれば，職務命令違反は戒告・減給相当とさ

れており，本件処分の選択は，本件標準量定を超えている。これは，実

質的には，過去の処分歴を理由に質的に異なる処分を選択したことにな

るから，過去の処分歴に対する二重処分に等しい。 

本件職務命令違反という懲戒事由は，都教委が作出したものである。

すなわち，君が代斉唱時の不起立という受動的・防衛的態度をもって処

分を科すべき「非違行為」とする根拠はなかったため，都教委は，通達

を発出し，校長の職務命令を一律に介在させることで，職務命令違反行

為を作出した上で，非違行為を顕在化させ，処分を科した。本件処分は，

不起立者をなくすとの強固な意図をもってされたのである。 

     累積加重処分を機械的に適用することで本件標準量定を超えて停職処

分を選択することは，比例原則を考慮しないということであり，注意義

務に違反して違法であり，故意・過失が存する。 

     都教委は，体罰や他の職務命令違反の事例においては，機械的な累積
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加重処分を採用しておらず，本件処分は，東京都の他の処分事例と比較

しても，同じ本件標準量定を適用しながら著しく過酷な処分となってい

て，公正原則に反する。 

     本件当時，不起立のみを理由として停職処分を行ったのは，全国でも

都教委のみであった。教育公務員の身分が，全国的画一的に適用される

地方公務員法によって保障され，本件処分の理由が地方公務員法違反で

あるとすれば，地方公共団体によって処分が大きく異なることは基本的

に想定されていないのであって，都教委は，他府県の動向も考慮すべき

であったのに，そのような考慮をしていないことは，比例原則に反する。 

     本件処分の時点では，不起立者に対する減給処分を裁量権の逸脱濫用

に当たるとして取り消した福岡地方裁判所の判決や戒告処分を取り消し

た北海道人事委員会の裁決があったにもかかわらず，都教委がこれらの

司法判断を無視したことは，考慮不尽に当たる。 

      都教委は，任免権を持つ教員に対し人格的利益の尊重義務を負ってい

るにもかかわらず，控訴人に思想・良心，信条の変更，放棄を迫り，人

格的危機を生じさせ増幅させていく効果を及ぼすような懲戒権の行使を

行っているから，上記尊重義務に違反している。 

   停職処分は，経済的に過酷な不利益処分であるのみならず，子供や親

との信頼関係を破壊し，教育を破壊する点で，戒告，減給という処分と

は決定的・質的に異なる処分であり，教員の名誉・信用を破壊するもの

でもある。都教委がこれらの停職処分の内容，性質を十分に検討しない

まま，漫然と機械的に累積加重処分をしたことは，比例原則に反する。 

(2) 控訴人の損害 

 ア 控訴人は，平成１７年度から平成２１年度まで連続５年にわたって減

給及び停職処分を受け続け，処分取消しによってこの間の給与が事後的

に支払われるとしても，減給金額の巨額さからすれば，控訴人に与えた



- 5 -

将来の不安は甚大であった。 

  イ 停職処分は，期間中の収入の途絶という経済的損失の重大性もさるこ

とながら，職業人としての能力の発揮・向上の機会を奪うものとして被

処分者の人格的利益の侵害をもたらすものであり，この面での損害は，

給与上の不利益が回復されたとしても，償われるものではない。 

  ウ 本件職務命令は，思想・良心の自由を少なくとも間接的に制約する性

質のものであり，本件職務命令を受けた公務員の思想，信条との間で強

い葛藤を生じさせるものである。 

      現に，控訴人は，平成１６年１２月３１日，不起立による精神的スト

レスから両眼眼底出血により失明の危険まで生じ，２か月間休職し，以

後，大きな字しか読めなくなった。 

 エ 停職処分は，教壇から当該教諭を完全に排除する措置であり，児童・

生徒との人格的触れ合いを通じて成り立つ教育活動を強制的に中断せし

めるから，教諭にとって耐え難い苦痛を与え，経済的損失にとどまらな

い損害を生じさせる。また，これによって，教育上も極めて好ましくな

い影響がある。 

  オ  本件の累積加重処分は，懲戒免職の威嚇により起立ができない教職員

を退職へと追い込んでいく実質を有する。 

      控訴人は，本件処分が更に加重された場合には免職のおそれがあると

の精神的苦痛を被った。 

  カ 停職処分による重大な不利益を避けるためには，自らの教育公務員と

しての思想・信条の核心部分に反する行動を取ることを余儀なくさせら

れることに直面することになる。この点で，本件処分は，心理的侵襲作

用が強烈であり，過酷，非道である。 

本件処分が取り消されただけでは，控訴人は慰謝されるものではない。 

  キ  本件に顕れた一切の事情を考慮すれば，本件処分による控訴人の苦痛
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を慰謝するには，少なくとも３００万円を下らない。 

４ 当審における被控訴人の主張 

 (1) 国家賠償法上の違法性及び都教委の故意・過失 

  ア  国家賠償請求訴訟における違法性は，行政処分の効力発生要件に関す

る違法性とは性質を異にし，当該処分が効力発生要件適合性を欠くだけ

では足らず，当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすこと

をしなかったと認め得るような事情があったことを要する。 

また，公務員の故意・過失については，法令の解釈につき異なる見解

が対立して疑義を生じており，拠るべき明確な判例学説がなく，実務上

の取扱いも分かれていて，そのいずれについても一応の論拠が認められ

る場合において，公務員がその一方の解釈に立脚して公務を執行したと

きは，後にその執行が違法と判断されたからといって，直ちに公務員に

過失があったとすることはできない。 

 イ 本件の控訴人に職務命令違反があり，懲戒事由該当性が認められるこ

とは明らかである。都教委が控訴人を懲戒処分に付したことには，何ら

注意義務違反も過失もない。 

本件上告審判決は，卒業式等の式典における不起立行為等については，

個人の歴史観ないし世界観等に起因するものであるとの特殊性があり，

不起立行為等に対する懲戒において停職処分を選択するには，過去の１，

２年度に数回の卒業式等における不起立行為等による懲戒処分の処分歴

があることのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず，上

記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等にお

いて規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど，過去の処

分歴等が停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や

秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要す

ると初めて判示した。 
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しかし，最高裁昭和５２年１２月２０日判決（民集３１巻７号１１０

１頁。以下「神戸税関事件最判」という。）では，懲戒処分の処分量定

において懲戒権者は過去の処分歴等を考慮することができ，懲戒処分は

社会観念上著しく不合理でない限り，裁量権の範囲内の措置として適法

であるとされていたのであり，本件上告審判決の以前に，都教委が，本

件職務命令違反に対する懲戒処分の量定において，控訴人の過去の非違

行為及び処分歴を考慮したことには，違法性も過失もない。 

 ウ 都教委は，入学式・卒業式等が学習指導要領に沿って適正に実施され

るよう都教委通達を発し，都立学校を指導したものであって，これは，

都立学校を管理する都教委の責務である。 

     当該公務員に過去に処分歴等があれば，当該公務員については「その

責任を確認し，公務員関係の秩序を維持する」必要が増大するのであり，

これが繰り返されれば，その必要は量的にばかりではなく，質的にも増

大していくから，当該公務員に対する懲戒処分の量定が加重されたもの

となるのは当然のことである。これが二重処分になるものでもない。 

控訴人は，本件処分の理由となった非違行為の前に，同種の非違行為

を繰り返し，複数回の懲戒処分を受けており，服務事故再発防止研修も

受講している。それにもかかわらず，更に非違行為を繰り返すことは，

教育公務員としての自覚と責任の欠如を示すものである。また，控訴人

は，自らが納得するものでない限り上司の職務上の命令に従わないとの

行動を取っており，この点も，子供達に法令を含む社会的ルールを指導

すべき職責を負う教育公務員としての自覚と責任の欠如を示すものであ

る。控訴人の行為は，公務員関係の秩序を大きく破壊するものであり，

本件上告審判決以前の判例状況からすれば，都教委が停職１月の懲戒処

分に付したのは当然である。 

      本件標準量定では，具体的な処分量定は行為の態様等を考慮して行う
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こととなっており，都教委は，本件標準量定が示している「非違行為の

態様，被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度」等を考慮

して本件処分を行った。 

     本件事案を体罰事案と比較することは，背景事情，態様，過去の処分

の有無等が個別の事案によって異なるから，失当である。同じ職務命令

違反といっても，態様等が異なる事例を比較して公正原則に反するとい

うことはできない。 

      地方公共団体が異なれば諸般の事情も異なり，諸般の事情のうちいか

なる要素を重視するかは任命権者の裁量に任されているから，不起立教

員に対する懲戒処分の内容が地方公共団体によって異なるのは当然のこ

とであって，比例原則違反ということはできない。 

本件処分当時，卒業式に関して国歌斉唱のピアノ伴奏を命ずる校長の

職務命令違反に対する懲戒処分を適法とする控訴審裁判所の判断が示さ

れており，過去の懲戒処分等により処分を加重することができることは，

神戸税関事件最判で明らかとなっていた。本件処分は，司法の判断に適

合するものである。 

   公立学校の教員は，全体の奉仕者として公共の利益のため勤務するの

であるから，その職務の遂行に当たって，自己の思想・良心又は信教を

優先させるべきではない。 

      本件処分は，公務員としての身分を奪う免職処分とは異なり，懲戒権

者たる都教委に広い裁量が認められているものであって，都教委が本件

処分が裁量の範囲内の措置と判断したことには，注意義務違反も過失も

ない。 

(2) 控訴人の損害 

 ア 本件処分により控訴人が受けた経済的不利益は，本件処分の取消判決

の効力によって遡って回復される。停職期間中に支給されなかった給与
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は遅延損害金を含めて支払済みであり，本件処分は退職手当には影響が

なかった。退職共済年金も，近々更正される予定である。 

      本件処分による経済的不利益を問題とする余地はない。 

 イ 控訴人に失明の危機が生じたというのは平成１６年１２月３１日とい

うのであり，本件処分前のことで，本件処分による影響ではない。 

      控訴人が本件処分を受けたこと自体により被ったという精神的苦痛

は，処分が取り消されれば回復する。 

  ウ 教員に就労請求権はなく，教員が教育活動を行うのは職務上の義務で

ある。 

      本件で問題となるのは，停職１月の本件処分による損害であり，後の

処分による精神的苦痛を考慮する余地はない。 

第３  当裁判所の判断 

１ 本件の事実関係について 

    引用に係る原判決の「事実及び理由」の第２の１の前提事実，証拠（甲１

９の１，４５，５３，９５，１５７，１５８，２５８，３６８，３７０，３

７１，３７２，３７４，３７５，３７６，乙イ１４，１８の１・４，６９，

９２，９６，９７，９８の１・４，原審及び差戻前控訴審における控訴人本

人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。 

  (1)  学校教育法（平成１９年法律第９６号による改正前のもの）２０条及び

学校教育法施行規則（平成１９年文部科学省令第４０号による改正前のも

の）２５条の規定に基づく小学校学習指導要領（平成１０年文部省告示第

１７５号。平成２０年文部科学省告示第９８号による特例の適用前のもの）

は，第４章第２Ｄ(1)において，「教科」とともに教育課程を構成する「特

別活動」の「学校行事」のうち「儀式的行事」の内容について，「学校生

活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，新しい生

活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」と定め，同章第３
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の３において，「特別活動」の「指導計画の作成と内容の取扱い」につい

て，「入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚す

るとともに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めている。

また，学校教育法（平成１８年法律第８０号による改正前のもの）７３条

及び学校教育法施行規則（平成１９年文部科学省令第５号による改正前の

もの）７３条の１０の規定に基づく「盲学校，聾学校及び養護学校小学部

・中学部学習指導要領」（平成１１年文部省告示第６１号。平成１９年文

部科学省告示第４６号による改正前のもの）は，第４章において，「小学

部又は中学部の特別活動の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱い

については，それぞれ小学校学習指導要領第４章又は中学校学習指導要領

第４章に示すものに準ずる」と定めている。 

 (2) 都教委の教育長は，平成１５年１０月２３日付けで，東京都立高等学校

及び東京都立養護学校等の各校長宛てに，「入学式，卒業式等における国

旗掲揚及び国歌斉唱の実施について（通達）」（以下「本件通達」という。）

を発した。その内容は，上記各校長に対し，① 学習指導要領に基づき，

入学式，卒業式等を適正に実施すること，② 入学式，卒業式等の実施に

当たっては，式典会場の舞台壇上正面に国旗を掲揚し，教職員は式典会場

の指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱し，その斉唱はピア

ノ伴奏等により行うなど，所定の実施方針のとおり行うものとすること，

③ 教職員がこれらの内容に沿った校長の職務命令に従わない場合は服務

上の責任を問われることを教職員に周知すること等を通達するものであっ

た。 

 (3) 都教委の本件通達発出後，都立学校の校長は，入学式，卒業式，周年記

念式典に当たって，国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること

（以下「起立斉唱行為」という。）を命ずる職務命令を発出するようにな

り，これに反して起立しないという職務命令違反が生ずることとなった。 
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都教委は，上記職務命令違反の事案については，① 当該行為は，児童

・生徒にとって学校生活に有意義な変化や折り目をつけるために重要な学

校行事である入学式，卒業式等の場において，公教育を担う教育公務員が，

公教育の根幹である学習指導要領に基づき教育課程を適正に実施するため

に発せられた重要な職務命令に違反するという重大な非違行為であるこ

と，② 当該行為は，入学式，卒業式等の来賓，保護者はもとより，適正

に国旗・国歌指導を受けることとされている児童・生徒を目の前にして教

職員が行ったものであり，教育上好ましくないこと，③ 当該行為は，校

長が適正に卒業式等を実施するよう指導を繰り返し行い，さらに，学校設

置団体の教育委員会から通達が発せられた後にも，その通達に基づいて校

長が教職員に対して，適正に卒業式等を実施するよう指導を行った経過が

あったにもかかわらず，発生した職務命令違反行為であること，④ 学校

も組織である以上，上司の職務上の命令に従うことは当然のことであり，

当該行為は，組織人としての職務上の義務違反であることという観点から，

懲戒処分を行うこととした。 

都教委は，平成１５年１０月又は１１月に行われた都立学校の周年記念

式典以降，入学式，卒業式又は周年記念式典において，校長から起立斉唱

行為を命ずる職務命令が発されていたにもかかわらず，国歌斉唱時に起立

しなかった教職員に対し，職務命令違反として，１回目は戒告，２回目は

給与１月の月額１０分の１を減ずる減給，３回目は給与６月の月額１０分

の１を減ずる減給，４回目は停職１月，５回目は停職３月，６回目は停職

６月の各処分を行ってきた。 

(4) 平成１２年１２月２６日に策定され，平成１７年７月１３日に最終改正

された都教委の「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」（本件標

準量定。甲１５８）では，「処分量定の決定」として，① 非違行為の態

様，被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度，② 非違行為
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を行った職員の職責，過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合

い，③ 日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情

の３点並びに適宜，非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断する

ものとするとされ，表形式で，職務に伴う非行と公務外における非行に分

け，非行の種類ごとに処分の量定が示されている。これは，あくまで標準

であり，個別の事案の内容や処分の加重によっては，上記の表に掲げた処

分量定以外とすることもあり得るとされているが，上記の表によれば，勤

務態度不良（職務命令違反，職場離脱等）は「減給，戒告」とされている。

ちなみに，欠勤に対しては「免職，停職，減給，戒告」，違法な職員団体

行為（違法な行為を企て，又はその遂行を共謀し，そそのかし，若しくは

あおった場合）に対しては「停職，戒告」，公物損壊，諸給与の違法支払

・不適正受給，自己保管中の公金の流用等に対しては「減給，戒告」，体

罰のうち常習性，複数の児童・生徒に対する重症事故等，特に悪質な場合

に対しては「免職，停職」，それ以外の場合は「減給，戒告」とされてい

る。そして，「処分量定の加重」として，過去に非違行為を行い懲戒処分

を受けたにもかかわらず，再び同様の非違行為を行った場合は，量定を加

重すると規定されている。 

  なお，「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」は，平成１８年

４月２７日に，学校教育への重大な信用失墜となる非違行為には厳罰をも

って臨む，事故種類ごとに処分程度区分の詳細化・明確化を図り，より具

体的で分かりやすい内容とする，民間企業の懲戒処分の状況を調査の上，

参考とするとの基本的な考え方をもって見直され，表が改定された。改定

された表（甲１５７）では，性的行為・セクシュアルハラスメント等や交

通事故の欄が詳細，細分化され，欠勤の欄は，無届欠勤１日又は私事欠勤

５日以上が戒告，無届欠勤３日又は私事欠勤９日以上が減給，無届欠勤５

日又は私事欠勤１５日以上が停職，３週間以上無届欠勤の継続が免職と細
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分化されるなどしたが，勤務態度不良（職務命令違反，職務専念義務違反，

職場離脱を行った場合）は「減給，戒告」のままであった。 

  (5) 控訴人は，昭和５０年４月１日に東京都公立学校教員に任命され，平成

１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで東京都立Ｂ養護学校に勤務

し，同校小学部を担当した。同年４月にＣ養護学校（その後，Ｄ特別支援

学校に名称変更）に異動し，平成２２年３月末日まで勤務し，同日，定年

退職した。 

控訴人は，都教委から，① 平成１６年４月６日，当時の所属校である

東京都立Ｅ養護学校の同年３月２４日の卒業式における国歌斉唱の際に起

立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命令に違反して起立しなかったとし

て，戒告処分を受け，② 同年５月２５日，上記養護学校の同年４月６日

の入学式における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命

令に違反して起立しなかったとして，給与１月の月額１０分の１を減ずる

減給処分を受け，③ 平成１７年３月３１日，上記養護学校の同月１６日

の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命

令に違反して起立しなかったとして，給与６月の月額１０分の１を減ずる

減給処分を受けた。 

さらに，控訴人は，平成１８年１月２０日，東京都立Ｂ養護学校の校長

から，本件通達を踏まえ，同校の同月２５日の創立３０周年記念式典にお

ける国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令（本件職務命令）

を受けた。しかし，控訴人は，本件職務命令に従わず，同日に行われた同

記念式典における国歌斉唱の際に起立しなかった。 

      都教委は，平成１８年３月１３日，控訴人に対し，控訴人は従前も職務

命令違反により懲戒処分を受けてきたところ，控訴人の上記不起立行為は

地方公務員法３２条及び３３条に違反し，同法２９条１項各号に該当する

として，１月の停職処分（本件処分）をした。本件処分の期間は，同月１
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４日から同年４月１２日までである。 

 (6) 控訴人が起立斉唱行為を命ずる職務命令に従わなかったのは，「君が

代」や「日の丸」が戦争，侵略のシンボルと思うとの，控訴人の歴史観又

は世界観等において，これらが過去の我が国において果たした役割が否定

的評価の対象となることなどから，起立斉唱行為をすることは自らの歴史

観又は世界観等に反するもので，これをすることはできないと考えたこと

による。 

２ 本件処分の国家賠償法上の違法性 

  (1)  本件では，不起立行為の性質，態様は，全校の児童生徒等の出席する重

要な学校行事である記念式典において行われた教員による職務命令違反で

あり，当該行為は，その結果，影響として，学校の儀式的行事としての式

典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすものであって，それに

より式典に参列する児童生徒への影響も伴うことは否定し難い。 

     他方，不起立行為の動機，原因は，控訴人の歴史観又は世界観等に由来

する「君が代」や「日の丸」に対する否定的評価等のゆえに，本件職務命

令により求められる行為と自らの歴史観又は世界観等に由来する外部的行

動とが相違することであり，個人の歴史観又は世界観等に起因するもので

ある。また，不起立行為の性質，態様は，上記のような面がある一方で，

不起立行為そのものは，積極的な妨害等の作為ではなく，物理的に式次第

の遂行を妨げるものではない。そして，不起立行為の結果，影響も，上記

のような面がある一方で，当該行為が当該式典の進行に具体的にどの程度

の支障や混乱をもたらしたかは客観的な評価の困難な事柄であるところ，

少なくとも，本件の創立３０周年記念式典では，甲４０４の４によれば，

控訴人ら学級担任は児童や生徒と同一の場所で席についていたことが認め

られ，また，身体等の障がいのために起立することができなかった児童や

生徒も相当数存在したものと推認されるのであって，控訴人が起立しなか
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ったことにより，具体的に式典の進行に支障が生じたわけではない。 

  (2) 本件職務命令のうち本件処分の対象となった起立行為を命ずる部分は，

憲法１９条に違反するものではなく，学校教育の目標や卒業式等の儀式的

行事の意義，在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って，地方

公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ，生徒等への配慮を含

め，教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図

るものであって（最高裁平成２３年６月６日判決・民集６５巻４号１８５

５頁参照），このような観点から，その遵守を確保する必要性があるもの

ということができ，このことに加え，不起立行為が全校の児童生徒等の出

席する学校行事で行われたこと等の前記の事情によれば，本件職務命令の

違反に対し，学校の規律や秩序の保持等の見地から重きに失しない範囲で

懲戒処分をすることは，基本的に懲戒権者の裁量の範囲内に属する事柄と

いうことができる。 

      他方，不起立行為の動機，原因や実際の影響等という(1)でみた事情によ

れば，不起立行為に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の

処分を選択することについては，本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮

が必要となるものといえる。そして，停職処分は，処分それ自体によって

教職員の法的地位に一定の期間における職務の停止及び給与の全額の不支

給という直接の職務上及び給与上の不利益が及び，将来の昇級等にも相応

の影響が及ぶ上，本件通達を踏まえて毎年度２回以上の卒業式や入学式等

の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不

利益が拡大していくこと等を勘案すると，上記のような考慮の下で不起立

行為に対する懲戒において戒告，減給を超えて停職の処分を選択すること

が許容されるのは，過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行

為の前後における態度等（以下，併せて「過去の処分歴等」という。）に

鑑み，学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との
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権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事

情が認められる場合であることを要すると解すべきである。したがって，

不起立行為に対する懲戒において停職処分を選択することについて，上記

の相当性を基礎付ける具体的な事情が認められるためには，例えば過去の

１，２年度に数回の卒業式等における不起立行為による懲戒処分の処分歴

がある場合に，これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足り

ず，上記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等

において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど，過去の

処分歴等が停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や

秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要する

（本件の上告審判決参照）。 

  (3) これを本件についてみると，控訴人は，過去に懲戒処分を受けているが，

過去の懲戒処分の対象は，いずれも不起立行為であって積極的に式典の進

行を妨害する内容の非違行為は含まれておらず，いまだ過去２年度の３回

の卒業式等に係るものにとどまり，本件の不起立行為の前後における態度

において特に処分の加重を根拠付けるべき事情もうかがわれないこと等に

鑑みると，控訴人について，学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分に

よる不利益の内容との権衡の観点から，なお停職処分を選択することの相

当性を基礎付ける具体的な事情があったとは認めることができない。 

   そうすると，過去２年度の３回の卒業式等における不起立行為による懲

戒処分を受けていることのみを理由に控訴人に対する懲戒処分として停職

処分を選択した都教委の判断は，停職期間の長短にかかわらず，処分の選

択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き，上記停職処分

は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法である。この違

法は，停職処分を取り消すべき違法であるのみならず，不起立行為の性質，

実質的影響，停職処分の不利益に対する考慮が尽くされていないという意
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味で職務上通常尽くすべき注意義務に違反しているというべきであり，国

家賠償法上も違法である。 

      被控訴人は，控訴人には懲戒事由該当性が認められるから，都教委が控

訴人を懲戒処分に付したことには注意義務違反はないと主張するが，本件

で問題となっているのは，上記のとおり，懲戒処分に付したこと自体では

なく，懲戒処分のうちでも停職処分に付したことの違法性であり，被控訴

人の上記主張は理由がない。 

３ 都教委の過失の有無について 

  (1) 証拠（甲４１，乙イ２７）によれば，国旗及び国歌に関する法律案が審

議された平成１１年の第１４５回国会（常会）では，内閣総理大臣，文部

大臣，政府委員から，次の答弁がされたことが認められる。また，証拠（乙

イ２７）によれば，東京都教育庁指導部は，平成１４年１１月には，「入

学式や卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の指導に関する資料」

（乙イ２７）を作成し，資料の一つとして，「国旗及び国歌に関する法律」

主要国会審議状況を掲載したこと，その中には次の答弁が含まれているこ

とが認められる。 

ア 国旗・国歌の法制化の意義について 

       「政府としては，今回の法制化に当たり，国旗の掲揚等に関し義務づ

けを行うことは考えておらず，したがって，国民の生活に何らの影響や

変化が生ずることとはならないと考えている。」（平成１１年６月２９

日内閣総理大臣） 

  イ 国旗・国歌の法制化による，今後の学校における国旗・国歌の指導に

ついて 

「法制化に伴い，学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱

いを変えるものではないと考えており，今後とも，各学校における適切

な指導を期待するものであります。」（同日内閣総理大臣，同旨文部大
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臣） 

ウ 学校における国旗・国歌の指導と，児童・生徒の内心の自由との関係

について 

「我が国の国民として，学校教育におきまして，国旗・国歌の意義を

理解させ，それらを尊重する態度を育てることは極めて重要であること

から，学習指導要領に基づいて，校長，教員は，児童生徒に対し国旗・

国歌の指導をするものであります。このことは，児童生徒の内心にまで

立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく，あくまでも教育指導上

の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。・・

・国旗・国歌が法制化された後も，この考え方は変わるところはないと

考えます。」（同年７月２１日内閣総理大臣） 

「単に従わなかった，あるいは単に起立をしなかった，あるいは歌わ

なかったといったようなことのみをもって，何らかの不利益をこうむる

ようなことが学校内で行われたり，あるいは児童生徒に心理的な強制力

が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはな

らない」（同日政府委員） 

エ 国旗・国歌の指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について 

「教員は，関係の法令や上司の職務上の命令に従いまして教育指導を

行わなければならないものでございまして，各学校においては，法規と

しての性質を有する学習指導要領を基準といたしまして，校長が教育課

程を編成し，これに基づいて教員は国旗・国歌に関する指導を含め教育

指導を実施するという職務上の責務を負うものでございます。・・・こ

れ（本法案）によって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務

について変更を加えるものではございません。」（同年８月２日文部大

臣） 

オ 国旗・国歌の指導に関する教職員への職務命令や処分について 
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  「このような取り組みをしたにもかかわらず国旗・国歌の指導を教員

に求めることが困難な場合，そういう場合につきましては，校長は，学

校運営の責任者として学習指導要領の趣旨を実現するために，必要に応

じ教員に対し職務命令を発することもあり得るものでございます。」（同

日政府委員） 

  「職務命令というのは最後のことでありまして，その前に，さまざま

な努力ということはしていかなきゃならないと思っています。」（同月

６日文部大臣） 

  「職務命令を受けた教員は，これに従い，指導を行う職務上の責務を

有し，これに従わなかった場合につきましては，地方公務員法に基づき

懲戒処分を行うことができることとされている・・・実際の処分を行う

かどうか，処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては，

基本的には任命権者でございます都道府県教育委員会の裁量にゆだねら

れているものでございまして，任命権者である都道府県におきまして，

個々の事案に応じ，問題となる行為の性質，対応，結果，影響等を総合

的に考慮して適切に判断すべきものでございます。・・・なお，処分に

つきましては，その裁量権が乱用されることがあってはならない」（同

日政府委員） 

  「教育の現場というのは信頼関係でございますので，・・・処分であ

るとかそういうものはもう本当に最終段階，万やむを得ないときという

ふうに考えております。このことは，国旗・国歌が法制化されたときに

も全く同じ考えでございます。」（同日文部大臣） 

 (2) (1)で挙げた国会での答弁及び乙イ２７に掲載されたその他の答弁をみ

ても，国旗に対する起立及び国歌斉唱には，憲法上の思想，良心の自由と

の関係で微妙な問題があること，すなわち「個人の歴史観ないし世界観に

由来する行動（敬意の表明の拒否）と異なる外部的行動（敬意の表明の要
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素を含む行為）を求められることとなる限りにおいて，その者の思想及び

良心の自由についての間接的な制約となる面があること」（前示最高裁平

成２３年６月６日判決）が意識されていたことが認められる。したがって，

外部的行為は思想，良心の自由の問題ではないとしても，起立斉唱行為を

命ずる旨の職務命令に従わず不起立行為を行った者の不起立の理由等を処

分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていたというべきであ

る。 

(3) また，本件標準量定では，「処分量定の加重」も規定されているが，こ

れも絶対的な加重を定めたものではなく，一方で，(1)で挙げたように，国

会では，教員の職務上の責務について変更は加えられないこと，処分は，

問題となる行為の性質，対応，結果，影響等を総合的に考慮し適切に判断

すべきこと，処分は，万やむを得ないときに行われるべきことが答弁され

ていたのであるから，機械的，一律的な加重は慎重であることが要請され

ていたということができる。特に，学校における入学，卒業といった行為

は恒常的に行われており，不起立行為に対して戒告，減給から停職処分へ

と機械的，一律的に加重していくことは，教員が２，３年間不起立をする

ことにより，それだけで停職処分を受けることとなるのであり，その結果，

自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては，不利益の増大を受忍

するか，自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状況に追いやられること

も考慮すべきである。 

(4) 本件標準量定の運用だけみても，被控訴人は，体罰事案について，体罰

に至る背景事情，体罰等の態様，傷害の有無・程度，児童・生徒への影響，

過去の処分等を総合的に判断し，量定を決定していると主張する（平成２

４年７月２７日付け被控訴人準備書面１５頁）のであって，体罰事案では，

個別の事案ごとに処分を決定し，あらかじめ，体罰の回数に応じて機械的，

一律的に処分を加重していくなどとはしていないものと認められる（控訴
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人は，体罰事案の処分について，多くの例を示す（甲２６８から３６２中

の体罰事案，甲３８６，３８７）が，被控訴人も主張するとおり，個別の

事案に応じて，処分は異なっている。）。 

     過去の処分歴が考慮されること，加重されることがあることはそのとお

りであるとしても，各行為の具体的状況を何ら顧みることなく，機械的に

職務命令違反，すなわち不起立の回数だけで処分を加重していく方式は，

過去の他の非違行為ではみられなかった基準といわざるを得ない。 

被控訴人は，本件においても，本件標準量定が示している「非違行為の

態様，被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度」等を考慮し

たと主張するが，別事件の尋問におけるＦ証人の供述（乙イ９７）によれ

ば，考慮されているのは，１項(3)で挙げた四つの観点のみであると認める

ほかない。前記認定のとおり，本件では，控訴人の不起立行為により具体

的に式典の進行に支障が生じたわけではないのである。 

 (5) 以上によれば，被控訴人には，不起立行為について控訴人に不利益処分

をすることが控訴人の思想及び良心の自由に影響を与えるものであって，

機械的，一律的に加重して処分を行うべきではなく，相当慎重に処分の内

容を検討すべきであること，本件処分の対象となった不起立行為の結果，

被控訴人の養護学校運営に具体的にいかなる影響を与えたかについても考

慮すべきであること等，本件処分を行うに当たって当然に考慮すべき事項

を認識し得る契機は十分にあったのであるから，これらを認識しなかった

ことには過失があるというべきである。この点，被控訴人は，神戸税関事

件最判や前示政府委員の答弁に依拠して，本件処分は被控訴人の裁量権の

範囲内にあり，また，そのように判断したことに過失はないと主張するが，

本件処分の前には，最高裁平成１８年２月７日判決（民集６０巻２号４０

１頁）がされており，同判決は，行政上の処分行為について，当然考慮す

べき事項を考慮していない結果，社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと
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きは，裁量権を逸脱したものとして国家賠償の対象となることを判示して

いるのであるから，被控訴人に裁量権があって，これを行使したことから

国家賠償法上の過失はないとするのは理由がない。 

４ 控訴人の損害について 

  本件処分により控訴人が受けた経済的不利益のうち停職期間中に支給され

なかった給与は遅延損害金を含めて支払われたことは，控訴人も認めるとこ

ろであり，弁論の全趣旨によれば，本件処分は退職手当には影響がなかった

こと，退職共済年金も近々更正される予定であることが認められる。 

  したがって，本件処分による経済的不利益は回復され，又は回復の蓋然性

が極めて高いものということができる。 

  しかしながら，既に触れたとおり，減給は，戒告と異なり給与上の不利益

があり，停職は，減給とは異なり単に給与上の不利益があるのみならず，一

定の期間職務が停止されるという職務上の不利益が存する。 

  すなわち，教師の場合は，停職期間中教壇に立てないという不利益を被る

が，教育公務員の性質上，この不利益による精神的苦痛は，処分が取り消さ

れたり，その結果，支払われなかった給与が支払われることをもって回復す

るものとはいうことができない。特に，養護学校では，教諭と児童生徒との

人格的触れ合いが教育活動に欠かすことのできないものであると考えられる

ところ，証拠（甲１９５，２５８，５７９，原審における控訴人本人）によ

れば，控訴人は，児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認められるこ

とを考慮すると，財産的損害の回復のみによっては，控訴人の精神的損害が

慰謝されるものでないことは明らかである。 

 なお，本件処分による停職期間は３月１４日から４月１２日までであるの

で，春休み期間を含むと考えられるが，一方，１年の年度の最後，年度の初

めに立ち会うことができないことを考慮すると，他の時期と比較して，職務

上の不利益が小さかったということはできない。 
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    控訴人は，これに加え，減給金額の巨額さからくる将来の不安，免職のお

それ等を主張するが，控訴人の上記主張は，本件処分に先立つ処分及び本件

処分の後の処分を包括して主張するものであるから，これを取り上げること

はできない。また，控訴人は，眼底出血による失明の危機をいうが，眼底出

血を起こしたのは平成１６年１２月であって本件処分の前であるから，これ

を考慮することもできない。 

    これらの点を含め，本件に顕れた諸般の事情を考慮すると，本件処分によ

り控訴人が被った精神的苦痛に対する慰謝料は，３０万円とするのが相当で

ある。 

５ 以上によれば，本件控訴は一部理由があるから，原判決を変更することと

し，主文のとおり判決する。 

    東京高等裁判所第１７民事部 
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